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要   旨： 

 申請者は、一貫して、国連安全保障理事会における常任理事国の拒否権の行使・威嚇に対して

制約を課すことが法的に可能かどうかを研究してきた。常任理事国が様々な状況において広範に、

また頻繁に拒否権を行使してきた現状を踏まえると、一般には、常任理事国の拒否権は、国連憲

章上、常に例外なく認められると理解されているように思われる。しかし冷戦終焉後の国際社会

は、1999年のNATOのコソボ空爆に対する中国・ロシアの拒否権行使の威嚇に代表されるよう

な、従来の拒否権制度に疑義を懐かせる事態に少なからず直面しており、国際社会の共通利益を

著しく阻害するような拒否権行使に対して制限を加えるべきではないかという議論が生じてい

る。申請者は、正義と平和の相克とも言うべきこうした難問への答えを得るべく、国連憲章の起

草過程と、冷戦期に国連体制下においてとられた諸実行を研究し、本論文を執筆した。 

本論文第１章では、拒否権制度の意義と限界を国連憲章の起草過程にまで遡って検討している。

拒否権の起草過程を再検討した結果、５大国の力が拒否権制度の成立過程に多大な影響を及ぼし

たことは厳然たる事実であり、その意味で、常任理事国の拒否権はきわめて政治的な色彩が濃い

制度として誕生したと言えるが、同時に、拒否権制度は、基本的に常任理事国の死活的利益を守

るためやむなく認められたものという「原型」が浮かび上がる点を強調されている。また制約の

ありうる根拠として、「（国際平和のための）５大国の責任」、拒否権が「稀にしか行使されない

もの」という認識、「近い将来における制度改正の必要性」といったことを前提に成立したもの

であることが指摘され、大国がこれらの制約事由を一般的ながらも受け入れたのであるから、拒

否権を一定の制約の下に置くことが可能ではないかと示唆されている。 

 続く各章では、国連発足後、冷戦が本格化するなかで、常任理事国が直接の紛争当事国でない

場合においても拒否権を頻繁に行使するようになった実行と、それに対する制約の可能性が検討

されている。第２章では、一見して拒否権が乱発されているようなこの国連発足直後の実行にお

いても、いわゆる「実質事項」に対していかなる場合でも無制限に拒否権行使が可能との態度が

取られたわけではなく、逆に、常任理事国の重大利益が危機に瀕していない場合に拒否権行使を

控えるべきとの示唆が読み取れると指摘される。第３章では「平和のための結集決議」採択、第

４章ではスエズ危機における同決議をめぐる実行が検討され、拒否権行使を控えるべき客観的基

準に結びつく手がかりが模索されている。これらの検討から指摘されるのは、常任理事国として

の責任が放棄されたかのようなスエズ危機等の事例において、そうした行為が国連憲章の最大の

目的である国際平和と安全の維持から大きく外れるものであるとの認識、また国際平和と安全の

維持という国連の目的に合致した平和維持活動に紛争当事者や多数の中小国が同意する場合、常

任理事国はこれを容認すべきであるという認識が、ほぼすべての国連加盟国に共有されたことの



重要性である。 

 以上のような概要の本論文であるが、その総合的意義は以下の通りであろう。第１は本論文の

「新しさ」である。従来拒否権制度は、基本的に政治的な問題と考えられ、その制約に関する法

的分析は綿密にはなされてこなかった。しかし、申請者の着実な研究態度が発揮された論稿の積

み重ねによって、拒否権行使の法的制約につき、少なくとも「手がかり」となるものが整理され

た形で、世界的に見ても「初めて」提示されたといえよう。 

 第２は、本論文における申請者の明解な分析能力である。本論文では、「今ある法」と「ある

べき法」が交錯する分野において、諸国の発言・提案などを読み込み、その真の意図を浮き彫り

にしながら、激烈な議論の場において「最低限の共有されている意思」を十分にくみ取られてい

る点は特筆に値する。 

 第３に、本論文の現実世界における必要性である。昨今、国連改革に関する専門家パネルやい

くつかの常任理事国政府が、重大な人権侵害に対する拒否権行使の制約の必要性を指摘するよう

になっている。本論文が提示した「手がかり」は、現実の国際政治におけるそのような議論に大

いに影響を与えうるものであろう。 

 以上のような観点で、本論文は、博士（法学）（同志社大学）の学位を授与するにふさわしい

ものであると認められる。 

 

 

 

 

 



学力確認結果の要旨 

 

２０１３年７月２４日 

 

論 文 題 目： 国際連合における拒否権の意義と限界―成立からスエズ危機までの拒

否権行使に関する批判的検討― 

学位申請者： 瀬岡 直 

審 査 委 員： 

主 査： 法学研究科 教授 新井 京 

副 査： 京都大学 名誉教授 安藤仁介 

副 査： 富山大学 教授 桜井利江 

 

要   旨： 

 本論文についての学位申請者の学力確認は、審査委員 3 名と学位申請者の参加のもと、2013

年 5月 18日 12時 30分から 90分間実施された。 

 各審査委員からは、本論文の内容のみならず、国連憲章の解釈、その解釈手法の一般国際法上

の裏付け、今ある法とあるべき法との関連性などについて幅広い質問がなされ、申請者からは的

確な解答がなされた。その質疑応答のなかで、申請者が国連憲章や国連法に関わる十分な知見を

持っているだけではなく、国際法一般に関わる広範な学識を持っていることが明確になった。ま

た、論文自体に引用されている一次資料や二次資料の量とその読み込みの正確さから、十分な語

学力（英語）を持っていることも示された。 

以上のことから、本学位申請者の専門分野に関する学力ならびに語学力は十分なものであると

認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 








